
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

） 

一

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
青
少
年
課
） 

二

〇
有
害
特
定
が
ん
具
等
の
指
定 

（　
　

同　
　

） 

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
） 

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
） 

三

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
） 

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

） 

三

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
） 

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

 

四

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

 

四

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
そ
び
の
杜

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

阿
部　

幹
司

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
東
二
丁
目
十
一
番
十
号
一
ｂ

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
幼
児
に
対
し
て
、
あ
た
た
か
で
ぬ
く
も
り
の
あ
る
保
育
を
目
指
し

て
い
く
と
同
時
に
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
を
支
援
し
、
幼
児
の
み
な
ら
ず
、
子

育
て
中
の
す
べ
て
の
人
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
三
日　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ハ
ー
モ
ニ
ー
う
た
つ

　

１　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

阿
部　

勝
衞

　

２　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
八
十
番
地
四

３　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
希
望
が
丘
」
の
設
置
・
運
営
、

精
神
障
害
者
自
立
生
活
体
験
ホ
ー
ム
事
業
の
運
営
、
Ｅ
Ｍ
（
有
用
微
生
物
群
）

を
使
用
し
た
環
境
浄
化
活
動
、
Ｅ
Ｍ
ぼ
か
し
の
製
造
販
売
、
精
神
障
害
者
の
雇

用
拡
充
の
支
援
、
そ
の
他
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
も
っ
て

精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
・
社
会
参
加
を
支
援
し
、
地
域
の
在
宅
福
祉
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

４　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
二
日

二　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

介
護
サ
ー
ビ
ス
非
営
利
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
み
や
ぎ

　

１　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

樋
口　

晟
子

　

２　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
柏
木
一
丁
目
二
番
四
十
五
号

３　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

介
護
ネ
ッ
ト
み
や
ぎ
は
、
知
恵
と
力
を
合
わ
せ
、
良
質
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供

と
健
全
な
事
業
運
営
の
た
め
の
事
業
を
行
い
、
情
報
を
共
有
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
ひ
ろ
げ
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
第
三
者
評
価
に
関
す
る
社
会
的
シ
ス
テ
ム
の
実

現
を
め
ざ
し
、
も
っ
て
要
介
護
者
と
介
護
者
の
人
権
擁
護
（
尊
重
）、
地
域
住

民
の
福
祉
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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４　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
三
日

三　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ア
ニ
マ
ル
ク
ラ
ブ
石
巻

　

１　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

阿
部　

智
子

　

２　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

石
巻
市
不
動
町
一
丁
目
十
三
番
十
二
号

３　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
動
物
の
救
済
と
社
会
復
帰
に
協
力
し
、

パ
ネ
ル
展
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
本
や
印
刷
物
の
出
版
な
ど
を
通
し
て
、
人
間
に

捨
て
ら
れ
た
動
物
の
現
実
を
人
々
に
知
ら
せ
、
殺
す
こ
と
で
解
決
と
し
な
い
社

会
に
な
る
よ
う
に
、提
案
や
は
た
ら
き
か
け
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

４　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
三
日

四　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ふ
く
し
ネ
ッ
ト

　

１　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

松
田　

祐
治

　

２　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
高
野
原
三
丁
目
一
番
地
の
十
一

３　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
在
宅
介
護
の
必
要
な
高
齢
者
や
そ
の
家
族
、
そ
の
他
の
援
助
を

必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
中
心
と
し
た
各
種
在
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
や
介
護
情
報
の
提
供
、
相
談
等
を
広
く
実
施
す
る
こ
と
で
、
地

域
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
、
も
っ
て
地
域
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

４　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

二　

指
定
理
由

　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
特
定
が
ん
具
等
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
特
定
が
ん
具
等

二　

指
定
理
由

　

形
状
、
構
造
又
は
機
能
か
ら
み
て
、
著
し
く
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
著
し
く
青
少

年
の
非
行
を
誘
発
す
る
な
ど
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第1975号　平成20年７月15日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

番　

号
一二三

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

本
当
に
い
た
よ
！
こ
ん
な
に
や
さ
し
い
お
姉
さ
ん　

８
月
号

　

０
８
０
１
９－

０
８

ザ
・
ベ
ス
ト　

Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　

８
月
号

　

１
４
０
０
３－

０
８

月
間
メ
ル
フ
レ
ボ
ン
バ
ー　

８
月
号

発　
　
　

行　
　
　

所

㈱
ダ
イ
ア
プ
レ
ス

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

四五

雑

誌

雑

誌
　

０
８
５
１
３－

０
８

Ｔ
ｈ
ａ
ｔ
’
ｓ
Ｄ
Ａ
Ｎ　

８
月
号

　

０
４
１
１
７－

０
８

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ　

８
月
号

　

０
７
８
５
１－

０
８

メ
デ
ィ
ア
・
ク
ラ
イ
ス
㈱

㈱
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

番
号一二

種　

類

刃　

物

刃　

物

名

称

等

通
称

ダ
ガ
ー
ナ
イ
フ

通
称

ス
ロ
ー
イ
ン
グ

ナ
イ
フ

形

状

、

構

造

又

は

機

能

　
 
鎬 
を
中
心
と
し
て
左
右
が
対
称
な
両
刃
の
刃
体
を
有
す
る
ナ
イ

し
の
ぎ

フ
で
、
刃
体
の
先
端
部
が
著
し
く
鋭
い
も
の

　

両
刃
又
は
片
刃
の
刃
体
を
有
し
、
刃
体
の
先
端
部
が
著
し
く
鋭

い
投
て
き
用
ナ
イ
フ
で
、
一
般
的
に
「
投
げ
ナ
イ
フ
」「
フ
ラ
イ

ン
グ
ナ
イ
フ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

　

県
営
北
赤
井
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
、
石
巻
市
河
南
総
合
支
所
及
び
東
松
島
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鳴
瀬
南
郷
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
三
〇
〇
三
二
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

セ
ベ
ッ
ク
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
若
林
区
荒
町
一
七
二

設　

置　

者　

名

有
限
会
社
セ
ベ
ッ
ク

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年

六
月
三
十
日

変　

更　

の　

区　

間

遠
田
郡
美
里
町
大
柳
字
後
藤
渕
一
二
番
四
地
先
か

ら同
郡
同
町
練
牛
字
十
一
号
一
七
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
四
〜
九
・
一

一
二
・
八
〜一
九
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

四
〇
〇
・
〇

四
〇
〇
・
〇

道

路

の

種　
　

類

県　
　

道

路　

線　

名

鳴
瀬
南
郷
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

遠
田
郡
美
里
町
大
柳
字
後
藤
渕
一
二
番
四
地
先
か
ら

同
郡
同
町
練
牛
字
十
一
号
一
七
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
植
松
字
新
橋
九
十
二
番
一
、
百
十
一
、
百
十
二

番
二
、
九
十
三
番
二
の
一
部
、
九
十
二
番
一
地
先
水
路
の

一
部
、
九
十
二
番
一
地
先
道
路
の
一
部
、
百
十
一
番
地
先

水
路
の
一
部

　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
七
番
十
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
油
資
源
開
発
株
式
会
社



 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
政
党
の
支
部
）

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

 

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）
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政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

氏　
　
　

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
区
町
村
の
区
域
等
を

単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
津
山

支
部

熊
谷　

盛
廣

亀
井　

武
宏

登
米
市
津
山

町
横
山
字
上

の
山
三
八－

一

自
由
民
主
党

〇

平
成
二
十
年

六
月
十
六
日

　

政
治
団
体
の
名
称

大
友
喜
助
後
援
会

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

加
美
支
部

大
内
清
春
後
援
会

Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｄ
Ａ
Ｃ
Ｈ
Ａ

Ｎ
Ｇ
Ｅ

代
表
者
氏
名

太
田　

正
昭

遠
藤　

悦
次

渡
辺　

運
次

本
田　

敏
昭

会
計
責
任
者

氏　
　
　

名

大
友　

啓
司

森　
　

益
朗

阿
部　

洋
一

本
田　

弘
昭

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

角
田
市
角
田
字
田
町
一
三
二－

四

加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
原
屋
敷
一

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
亀
岡
二－
一
七

角
田
市
角
田
字
田
町
一
三
一－

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
六
日

平
成
二
十
年
六
月
六
日

平
成
二
十
年
六
月
九
日

平
成
二
十
年

六
月
二
十
五
日

政
治
団
体
の
名
称

村
上
す
す
む
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

村
上　
　

進

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

気
仙
沼
市
唐
桑
町

馬
場
七
〇－

二

旧

気
仙
沼
市
田
中
前

三－

七－

九

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日

政
治
団
体
の
名
称

中
山
耕
一
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

坪
子　

正
男

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

黒
川
郡
富
谷
町
上

桜
木
一

－

四
二

－

旧

黒
川
郡
富
谷
町
と

ち
の
木
一

－

一
〇

異
動
届
出
年
月
日

平
成  
二
十
年六
月
三
日

宮
城
県
商
工
政
治
連

盟島
貫
俊
一
後
援
会

同ゆ
さ
み
ゆ
き
応
援
団

き
む
ら
の
ぼ
る
後
援

会同戸
羽
芳
文
後
援
会

村
上
す
す
む
後
援
会

同

菅
原　

慶
志

今
野　

俊
春

同長
池　

博
子

木
村　

仁
洋

同戸
羽　

芳
文

村
上　
　

進

同

同代　

表　

者

会
計
責
任
者

同代　

表　

者

会
計
責
任
者

同主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

二仙
台
市
泉
区
虹
の

丘
一

－

四

－

八

今
野　

俊
春

島
貫　

哲
也

茂
泉　

貞
夫

木
村　

仁
洋

木
村　

紀
斗

戸
羽　

厚
生

気
仙
沼
市
唐
桑
町

馬
場
七
〇

－

二

村
上　
　

進

－

七
仙
台
市
青
葉
区
上

杉
一

－

一
一

－

二

島
貫　

哲
也

島
貫
ひ
ろ
み

千
葉　
　

祐

三
浦　

仁
平

佐
藤　

康
之

戸
羽
芳
太
郎

気
仙
沼
市
田
中
前

三

－

七

－

九

村
上　

甚
一

平
成
二
十
年六
月
四
日

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日


